
令和７年度多面的機能
支払交付金事業説明会

福島市農林整備課



説明内容

１．会計検査について

２．交付金について

３．返還金について

４．長寿命化の事前協議について

５．その他



１．会計検査について

令和７年３月下旬から資料の提出開始

５月下旬福島県庁にて実地検査以降、

追加提出や修正等が１１月まで継続

４組織分を提出（指定検査対象 ３組織）



２．交付金について

福島県から内示があり、承認申請書を福島市で作成し
提出

交付決定通知書を受領

今年度は３回内示があり、１月下旬に最後の変更承認
申請を提出

２月に交付決定通知書を受領し、福島市内部で決裁を
受けて各組織へ交付



２．交付金について

農地維持支払交付金・資源向上支払交付金（共同）は、
１０月に交付済み

次年度活動に必要であれば持ち越し可能

※役員会や総会等で合意形成し必要な場合

資源向上支払交付金（長寿命化）は協定期間内のみ

対象。残額発生した場合は返還が必要

※長寿命化の口座は「無利子型」を推奨



３．返還金について

返還対象

・農地維持・共同及び長寿命化に残金が発生

した場合

・対象地目と現況が異なる場合等

返還遡及年度

・協定期間開始年度



４．長寿命化の事前協議について

令和6年度から長寿命化事前協議書を作成

・従来：口頭での確認で協議経過が不明

・作成後：農業施設係内、複数の職員で確認

市、組織とも経過が残る

従来通り：見積書聴取・施工後の現地確認



５．その他 広域化への取り組み

・令和７年２月に福島県、県多面的機能支払

推進協議会、福島市土地改良区と事前協議

・土地改良区へ事務委託をしている組織と

検討会を開催（７年３月、１２月）



みどりチェックシート

令和７年度から試行実施

・福島市内全組織から写しを受領済み

「みどりチェック」のねらい

・農林水産省の全ての補助事業において、最低限行う

べき環境負荷低減の取組の実践を要件化

・各補助事業等の目的と環境負荷低減両立が目的

詳細は配付資料の通り



みどりチェックシート

今後

・事業の完了報告時、シート右側「報告時（しました）」の

欄に 。写しを福島市へ提出

・８年度も試行実施期間。別添をコピーして使用

年度当初に福島市へ提出。 毎年度提出！
・９年度から本格実施（ペナルティ措置あり）



実施状況報告書の提出

３月下旬～４月中旬に福島市で各組織分を確認

４月下旬 取りまとめ、県へ報告

非常にタイトなスケジュールになっています！

・総会を早める

・暫定で市へ提出、総会で変更あれば変更し再提出

３月に依頼します。ご協力お願いします



事業計画書の提出

〇提出が必要な場合

協定期間を更新する

農地維持・共同の協定期間内でも長寿命化の協定期間
を更新する

認定農用地の面積に変更がある 等



地域資源保全管理構想の届出書

活動期間の最終年度（原則５年目）に提出

３月末までに福島市へ提出

それぞれの地域で守ってきた農用地や水路、農道等の
地域資源を、将来にわたってどう引き継ぐのか構想と
してまとめるもの



地域資源保全管理構想の届出書



地域資源保全管理構想の届出書



福島県多面的機能支払推進協議会
優良活動表彰への応募

 各表彰があります。最優秀賞（福島県知事賞）、優秀賞（福島民報
社賞、福島民友新聞社賞）、特別賞

 県内の組織へ事例を発表する機会もあります

 審査基準 例

・多様な活動に取り組んでいるか

・構成員または構成組織の積極的な参加が得られているか

・各種団体等との連携を通じて効率的な運営体制を築いているか

・農村文化の伝承や農村コミュニティの強化が図られているか



ご清聴ありがとうございました



グループワーク

認定農用地（協定面積）を

維持するために



進め方

１ 福島市から内容説明をします。

２ グループで自己紹介、進行役、書記、発表者を決める。

３ ふせんを活用し、色々な意見を出してください。どんなことでも

結構です。

４ 発表用にＡ３用紙にまとめます。

５ 順番に発表！



認定農用地（協定面積）を維持するために

• 現状 認定農用地（協定面積）※小数点以下四捨五入

R5 ２，３５３ha           

R6 ２，３２３ha R5年度比 ９８．７％

R7 ２，２４９ha R5年度比 ９５．６%

R8   ２，３００ha程度 R5年度比 ９７．７%（予定）



認定農用地（協定面積）を維持するために

•例えば、

•子や親族の協力を得る。

•面積を減らし、確実に管理する。

•農業法人へ相談する。など



認定農用地（協定面積）を維持するために

•それでは、グループワークを
開始します！

•１５分後に発表です！

•※時間がありませんので率先して進めてく
ださい。
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